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富山県告示第18号 

   地方卸売市場の廃止について 

 卸売市場法（昭和46年法律第35号）第14条において読み替えて準用する同法第８ 

条第１項の規定により、次の地方卸売市場は同法第13条第１項の認定の効力を失っ 

たので、同法第14条において読み替えて準用する同法第８条第３項の規定により、 

公示する。 

  令和６年１月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開設者の名称及び 

住所 

地方卸売市場の 

名称 

地方卸売市場の位置及び取 

扱品目 

認定の効力を失った 

日 

滑川魚市商 

業協同組合 

滑川市 

高塚 

2523番 

地 

滑川鮮魚地方卸 

売市場 

滑川市高塚 

2523番地 

鮮魚、冷凍食 

品・副資材 

令和５年12月31日 
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富山県告示第19号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において１月19日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

一般国道 
 
471号 

富山市八尾町切詰字倉ケ
谷５番39から 
 
富山市八尾町切詰字倉ケ
谷５番39まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 17.2 
 

最小   4.0 
111.6 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 44.5 
 

最小  10.2 
111.6 

一般国道 
 
472号 

富山市八尾町切詰字倉ケ
谷５番39から 
 
富山市八尾町切詰字倉ケ
谷５番39まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 17.2 
 

最小   4.0 
111.6 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 44.5 
 

最小  10.2 
111.6 

 

 

富山県告示第20号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において１月19日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年１月19日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

一般国道 
 
 471号 

富山市八尾町切詰字倉ケ谷５番39か 
ら 
 
富山市八尾町切詰字倉ケ谷５番39ま 
で 

 
 

令和６年１月19日 
 
 

富山土木 
センター 

 

 

富山県告示第21号 

   土地改良区の定款変更の認可について 

 黒部川左岸土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭 

和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和６年１月12日認可した。 

  令和６年１月19日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  
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随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）  第11条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和６年１月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築基本設計支援業務 

 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県土木部管理課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 
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  令和５年12月７日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社インテック 富山市牛島新町２番２号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  49,500,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  特例政令第11条第１項第１号に規定する特許権等の排他的権利若しくは特殊な 

 技術に係る特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されて 

 いるときに該当するため 

 

 

随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）  第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和６年１月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  富山県サービス連携プラットフォーム等構築業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県知事政策局デジタル化推進室行政デジタル化・生産性向上課 

  富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年12月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 富山ビジネス営業部 
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  富山市東田地方町１丁目１番30号 

５ 随意契約に係る契約金額 

   124,630,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の２第１項第２号に掲げる 

 場合に該当するため 
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